
【製造業】主な用語の説明 

 

１ 事業所 

事業所数は，平成 24 年 2 月 1 日現在の数値。 

事業所とは，一般的に工場，製作所，製造所あるいは加工所などと呼ばれているよう

な，一区画を占めて主として製造又は加工を行っているものをいう。 

 

２ 従業者 

従業者数は，平成 24 年 2 月 1 日現在の数値。 

従業者とは，当該事業所で働いている人をいい，他の会社などの別経営の事業所から

出向又は派遣されている人（受入者）も含まれる。一方，他の会社などの別経営の事業

所へ出向又は派遣している人（送出者），臨時雇用者は従業者に含めない。次の①個人事

業主及び無給家族従業者，②常用労働者から出向・派遣送出者を除いたものをいう。 

① 個人事業主及び無給家族従業者とは，業務に従事している個人事業主と事業主の家

族で無報酬で常時就業している者をいい，実務にたずさわっていない事業主と事業

主の家族で手伝い程度の者は含まない。 

② 常用労働者とは，次のいずれかをいう。 

ア 期間を定めず，又は 1 か月を超える期間を定めて雇われている者 

イ 日々又は 1 か月以内の期間を限って雇われていた者のうち，平成 23 年 12 月と

24 年 1 月にそれぞれ 18 日以上雇われた者 

ウ 人材派遣会社からの派遣従業者，親企業からの出向従業者などは，上記に準じ

て扱う 

エ 取締役，理事などの役員のうち，常時勤務して毎月給与の支払を受けている者 

オ 事業主の家族で，常時勤務して毎月給与の支払を受けている者 

③ 臨時雇用者とは，常用労働者以外の雇用者で，1 か月以内の期間を定めて雇用され

ている者や日々雇用されている者をいう。 

 

３ 原材料、燃料、電力の使用額等 

平成 23 年 1 月から 12 月までの 1 年間における次の①～⑥の合計をいう。 

① 原材料使用額とは，主要原材料，補助材料，購入部分品，容器，包装材料，工場維

持用の材料及び消耗品など，実際に製造等に使用した総使用額をいう。 

また，下請工場などに原材料を支給して製造加工を行わせた場合には，支給した原

材料の額も含まれる。 

② 燃料使用額とは，生産段階で使用した燃料費，荷物運搬用及び暖房用の燃料費，自

家発電用の燃料費などをいう。 

③ 電力使用額とは，購入した電力の使用額をいい，自家発電は含まない。 

④ 委託生産費とは，原材料又は中間製品を他企業の事業所に支給して製造又は加工を

委託した場合，これに支払った加工賃及び支払うべき加工賃をいう。 

⑤ 製造等に関連する外注費とは，生産設備の保守・点検・修理，機械・装置の操作，

製品に組み込まれるソフトウェアの開発など，事業所収入に直接関連する外注費用を

いう。 

⑥ 転売した商品の仕入額とは，平成 23 年 1 年間において，実際に売り上げた転売品

（他から仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの）に対応する仕入額をいう。 

 

４ 製造品出荷額等 

平成 23 年 1 月から 12 月までの 1 年間における製造品出荷額，加工賃収入額，くず廃

物の出荷額及びその他収入額の合計をいう。 

① 製造品出荷額とは，当該事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの（原

材料を他に支給して製造させたものを含む）を，平成 23 年中に当該事業所から出荷

した場合の工場出荷額をいう。また，次のものも製造品出荷に含まれる。 

  ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの 

イ 自家使用されたもの（当該事業所において最終製品として使用されたもの） 

ウ 委託販売に出したもの（販売済みでないものを含み，平成 23 年中に返品された

ものを除く） 

② 加工賃収入額とは，平成 23 年中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造

し，あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工，処理を加えた場合，こ

れに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいう。 

③ その他収入額とは，出荷額及び加工賃収入額以外の収入額をいう。 


